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近
世
交
通
史
研
究
の
い
ち
じ
る
し
い
進
展
の
中
に
あ
っ
て
、
関
所
の
研
究

は
非
常
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
特
定
の
関
所
の
規
模
と
沿
革
に
論

議
が
個
定
し
、
総
合
的
研
究
を
怠
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
小
稿
で

は
、
江
戸
幕
府
の
設
置
し
た
関
所
を
総
体
的
に
扱
っ
て
ゑ
た
。

元
来
、
近
世
の
関
所
は
概
説
的
に
、
所
謂
「
入
鉄
砲
と
出
女
」
を
検
閲
す

る
所
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
関
所
と
は
、
双
川
喜
文
氏
は
法
制
史

的
立
場
か
ら
、
「
番
所
あ
る
い
は
口
留
番
所
と
は
本
質
的
に
別
個
の
も
の
で

あ
る
」
と
定
義
し
て
、
近
世
に
関
所
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
三
十
二
ヶ
所
で
あ

（
１
）

る
と
規
定
し
た
。
し
か
し
も
と
よ
り
関
所
と
は
、
人
馬
・
物
資
を
検
閲
す
る

番
所
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
単
に
そ
の
数
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
今
ま
で
あ
ま
り
論
及
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
は
あ
る
が
、
初
期
に
は
軍

事
的
要
素
を
、
ま
た
特
に
中
期
以
後
に
は
経
済
的
要
素
を
有
し
た
関
所
の
存

在
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
概
観
的
で
は
あ
る
が
、
な
る
べ
く
多
く
の
関
所
の
例
を
挙
げ
、
先

近
世
関
所
の
諸
形
態
（
渡
辺
）

は
じ
め
に

近
世
関
所
の
諸
形
態

学
の
研
究
成
果
を
も
と
と
し
、
関
所
の
設
置
さ
れ
た
社
会
背
景
や
地
域
性
を

省
ぶ
て
、
江
戸
幕
府
の
設
置
し
た
関
所
の
諸
形
態
を
述
べ
た
い
。

｜
江
戸
幕
府
関
所
制
度
の
展
開

中
世
末
期
に
は
、
関
銭
徴
収
目
的
の
関
所
が
乱
立
さ
れ
た
が
、
信
長
は
永

禄
十
一
年
、
経
済
発
展
策
の
た
め
に
目
領
内
に
関
所
撤
廃
を
命
じ
、
次
い
で

畿
内
に
そ
の
政
策
を
広
め
た
。
秀
吉
も
そ
の
政
策
を
継
承
し
、
文
禄
検
地
と

（
２
）

並
行
し
て
関
所
撤
廃
策
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
政
策
も
全

地
域
に
徹
底
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
諸
侯
は
自
領
の
防
衛
と
し
て
、
留
番

所
と
称
す
る
関
所
を
設
置
し
た
。
徳
川
氏
も
そ
の
一
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

江
戸
幕
府
の
関
所
制
度
は
、
比
較
的
初
期
か
ら
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。例
え
ば
東
海
道
足
柄
越
の
矢
倉
沢
に
は
、
天
正
十
八
年
家
康
が
関
東
入
国

に
際
し
て
、
西
方
の
防
衛
と
し
て
関
所
を
設
置
し
、
全
国
統
一
後
も
そ
れ
を

（
３
）

一
仔
続
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
一
名
横
川
関
所
と
呼
ば
れ
た
碓
氷
関
所
は
、
文
禄

年
中
に
は
伊
奈
・
大
久
保
両
氏
が
関
所
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
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（
４
）

て
い
る
。
ま
た
同
関
所
で
は
、
慶
長
八
年
「
秀
康
卿
は
越
前
よ
り
出
ら
れ
て

中
山
道
に
か
上
り
。
上
野
国
碓
氷
峠
を
越
え
ら
る
上
と
て
横
川
の
関
を
過
ら

る
上
時
。
関
の
番
人
等
卿
の
供
人
中
に
鉄
砲
を
傭
へ
ら
れ
た
る
を
見
答
め
て

（
５
）

こ
れ
を
ざ
上
ヘ
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
当
時
に
は
武
具
の
検
閲
が

か
な
り
厳
重
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
江
戸
幕
府
設
置
か

ら
遅
く
と
も
慶
長
六
年
以
前
の
間
に
設
置
さ
れ
た
新
居
の
関
所
で
も
、
家
康

が
浜
松
在
城
時
代
に
、
今
切
渡
し
に
特
に
留
意
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
設
置
当
初
か
ら
婦
女
子
や
武
具
の
検
閲
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

（
６
）

る
０幕
政
機
関
内
に
あ
っ
て
は
、
慶
長
十
四
年
九
月
に
、
関
所
手
形
や
人
質
の

事
務
を
掌
る
大
留
守
居
に
酒
井
忠
利
が
補
任
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
種

の
役
職
は
、
戦
国
期
に
あ
っ
て
特
に
必
要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

（
７
）

っ
て
こ
の
時
期
よ
り
も
相
当
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
事
柄
は
、
開
幕
当
初
か
ら
関
所
の
存
在
と
必
要
性
を
認
め
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
法
令
と
し
て
布
告
さ
れ
る
の
は
、
ほ
か
の
殆
ん
ど
の
諸
制
度
と
同

様
に
寛
永
以
後
で
あ
る
。
管
見
で
知
り
得
る
限
り
、
臨
時
的
に
設
置
さ
れ
た

関
所
以
外
に
、
常
設
の
関
所
に
対
し
て
一
般
に
条
目
が
発
布
さ
れ
た
の
は
、

元
和
一
一
年
八
月
に
関
東
中
の
渡
船
場
に
あ
る
人
改
め
番
所
宛
て
の
触
書
が
初

（
８
）

見
で
あ
る
。
し
か
し
早
く
も
寛
永
二
年
八
月
に
は
、
諸
国
の
主
要
な
関
札
が

（
９
）

次
の
よ
う
な
文
言
で
定
め
ら
れ
た
。

定

一
、
往
来
之
輩
、
番
所
之
前
一
一
而
笠
・
頭
巾
を
ぬ
か
せ
相
通
へ
き
事
、

｜
、
乗
物
に
て
通
侯
者
、
乗
物
之
戸
を
ひ
ら
か
せ
相
通
す
へ
し
、
女
乗
物

十
八

〈
女
一
一
見
せ
通
す
へ
き
事
、

一
、
公
家
・
御
門
跡
其
外
大
名
衆
、
前
廉
よ
り
其
沙
汰
可
有
之
候
改
る
に

及
へ
か
ら
ず
、
但
不
審
之
事
あ
ら
〈
格
別
た
る
へ
ぎ
事
、

右
此
旨
を
相
守
る
へ
ぎ
者
也
、
価
而
執
達
如
件
、

寛
永
一
一
年
八
月
什
七
日

奉
行

ま
た
同
八
年
に
は
関
所
破
り
の
罰
則
が
定
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
関
所
破

（
、
）

り
を
捉
え
た
者
に
対
し
て
の
褒
賞
規
定
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
両
度
の
規
定
に

よ
っ
て
、
各
関
所
は
検
閲
方
針
が
決
定
し
た
が
、
幕
政
機
関
に
あ
っ
て
は
確

固
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
前
記
の
大
留
守
居
は
常
設
職
で
は

な
く
、
酒
井
忠
利
の
後
に
酒
井
忠
行
が
そ
の
職
を
掌
っ
た
が
、
こ
の
一
一
名
以

外
に
は
元
禄
十
四
年
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
大
留
守
居
と
大
体

同
じ
役
柄
で
あ
る
留
守
居
が
寛
永
十
年
二
月
に
常
設
職
と
さ
れ
、
関
所
手
形

の
任
務
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
諸
侯
に
対
し
て
は
寛
永
十
二
年
の
武

家
諸
法
度
の
中
で
、
参
勤
交
代
を
義
務
づ
け
る
と
同
時
に
、
「
私
之
関
所
、
新

法
之
津
留
、
制
禁
之
事
」
と
、
幕
府
以
外
は
関
所
の
設
置
を
認
め
な
い
こ
と

（
、
）

と
し
た
。

幕
藩
体
制
下
に
あ
る
関
所
制
度
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
確
立
を
ゑ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
大
名
統
制
以
外
の
目
的
を
も
っ
た
関
所
も
多
い
。

以
下
そ
の
例
を
具
体
的
に
述
べ
、
さ
ら
に
大
名
統
制
の
た
め
の
関
所
に
つ
い

て
も
、
個
別
的
に
述
べ
る
。

二
幕
藩
制
確
立
期
の
関
所

㈹
幕
政
初
期
の
関
所

近
世
の
関
所
の
存
在
意
義
は
、
参
勤
交
代
制
度
の
維
持
を
遂
行
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
、
国
内
の
反
乱
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
幕
政

初
期
に
は
、
と
り
あ
え
ず
幕
藩
体
制
の
確
立
を
促
進
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ

り
、
そ
こ
で
市
内
の
治
安
響
備
と
か
、
戦
時
に
際
し
て
戦
況
を
有
利
に
推
進

す
る
た
め
に
、
関
所
を
設
置
し
た
例
が
多
く
見
え
る
。

江
戸
市
内
の
治
安
警
備
を
目
的
と
し
た
辻
番
所
は
、
寛
永
六
年
三
月
、
そ

の
頃
頻
繁
に
起
き
た
辻
斬
り
事
件
を
防
止
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
初

（
、
）

め
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
前
の
市
内
は
、
臨
時
的
に
関
所
を
設
置
し

て
、
治
安
警
備
に
務
め
た
の
で
あ
る
。
今
そ
の
一
例
を
大
鳥
居
逸
平
事
件
に

糸
て
ゑ
る
と
、
慶
長
年
間
の
後
半
期
は
、
戦
国
の
余
儘
と
幕
府
権
力
の
安
定

化
と
い
う
矛
盾
か
ら
、
中
下
層
武
士
が
反
抗
的
な
行
動
を
起
こ
し
、
所
謂

「
か
ぶ
き
者
」
の
横
行
し
た
社
会
で
あ
る
。
慶
長
十
七
年
六
月
二
十
五
日

に
、
大
番
組
頭
の
柴
山
正
次
は
、
家
臣
一
名
を
か
ぶ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
理

由
に
殺
害
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
臣
の
傍
輩
が
正
次
を
刺
し
殺
し
、
逃
走
す

る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
た
め
幕
府
は
同
月
二
十
八
日
、
江
戸
市
中

に
関
所
を
設
置
し
て
、
犯
人
を
逮
捕
す
る
と
と
も
に
、
か
ぶ
き
者
を
取
締
る

（
通
）

こ
と
と
し
た
。
こ
の
模
様
を
「
徳
川
実
紀
」
は
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

近
年
諸
国
に
無
頼
の
悪
党
あ
り
。
其
首
長
を
大
鳥
居
逸
平
。
大
風
嵐
之

助
。
大
橋
摺
之
助
。
風
吹
塵
右
衛
門
。
天
狗
魔
右
衛
門
な
ど
と
い
へ
る

者
。
其
党
類
の
悪
少
年
を
集
め
血
誓
を
な
し
。
も
し
其
党
類
災
難
の
事
あ

ら
む
に
は
。
身
命
を
す
て
上
。
君
父
と
い
へ
ど
も
恐
れ
ず
。
力
を
あ
は

せ
。
其
志
を
遂
ん
と
約
し
け
れ
ば
。
悪
少
年
遊
侠
の
類
幾
百
人
が
党
を
わ

か
ち
。
市
中
を
横
行
し
・
人
を
害
し
郷
里
を
騒
動
せ
し
む
る
事
虚
日
な

し
。
こ
の
ほ
ど
官
よ
り
も
厳
禁
を
下
さ
れ
。
悪
徒
を
追
捕
せ
ら
る
。
柴
山

が
家
僕
に
も
其
党
人
あ
り
し
を
聞
し
り
て
訣
せ
ん
と
せ
し
に
。
其
外
の
家

近
世
関
所
の
諸
形
態
（
渡
辺
）

僕
も
其
党
多
く
あ
り
て
。
主
を
討
て
立
退
し
と
な
り
。
こ
上
に
於
て
益
其

法
を
厳
に
し
。
江
戸
市
中
に
新
関
を
設
て
鞠
捕
せ
ら
る
。

こ
の
事
件
に
よ
る
関
所
網
に
よ
っ
て
、
七
十
余
人
の
逮
捕
者
が
で
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
種
の
関
所
の
設
置
目
的
は
、
単
に
犯
人
と
か
ぶ
き
者
を
逮
捕

す
る
と
い
う
治
安
警
察
権
の
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
武
具
や
女
人
を
検
閲

す
る
関
所
と
は
、
本
質
的
に
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
所
は
、

辻
番
・
自
身
番
の
制
が
整
備
さ
れ
た
寛
永
以
後
か
ら
、
幕
末
の
動
乱
期
、
慶

（
皿
）

応
三
年
十
二
月
に
市
中
治
安
警
備
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
存
在

は
認
め
ら
れ
な
い
。

一
方
、
戦
乱
時
に
際
し
て
、
関
所
を
設
置
し
た
例
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
伏
見
騒
動
・
関
ヶ
原
の
役
・
大
坂
の
役
に
つ
い
て
の
、
こ
の
よ
う

な
関
所
の
存
在
を
確
か
め
て
お
く
。

秀
吉
の
没
し
た
翌
慶
長
四
年
正
月
、
前
田
利
家
は
秀
頼
の
守
役
と
し
て
伏

見
城
か
ら
大
坂
城
へ
移
り
、
家
康
は
伏
見
の
自
邸
に
あ
っ
て
政
務
を
承
る
こ

と
に
な
る
と
、
伏
見
方
と
大
坂
方
の
対
立
が
顕
著
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
伏

見
の
家
康
の
館
に
は
、
井
伊
直
政
・
本
多
忠
勝
・
榊
原
康
政
・
石
川
康
通
・

平
岩
親
吉
の
五
名
が
交
代
で
勤
番
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の

と
き
は
康
政
が
当
番
と
し
て
上
洛
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
康
政
は
途
中
で

こ
の
対
立
の
噂
を
聞
く
と
、
急
い
で
近
江
の
膳
所
に
陣
を
構
え
、
勢
多
八
橋

辺
に
関
所
を
構
え
て
一
一
一
日
間
の
往
来
を
禁
止
し
た
。
そ
の
結
果
「
三
日
の
未

の
時
ば
か
り
に
関
の
戸
を
し
ひ
ら
け
ば
。
群
集
し
た
る
旅
人
雲
霞
の
ご
と
く

京
伏
見
に
馳
入
（
中
略
）
。
内
府
の
軍
勢
数
限
り
な
く
入
洛
せ
し
と
風
説
す

れ
ば
」
、
大
坂
方
は
こ
れ
を
聞
い
て
非
常
に
気
遅
れ
し
、
戦
乱
と
な
る
こ
と

（
通
）

を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

十
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翌
慶
長
五
年
九
月
十
五
日
の
関
ヶ
原
の
役
に
勝
利
を
得
た
家
康
は
、
二
十

七
日
に
大
坂
入
城
を
果
す
が
、
そ
の
途
中
二
十
一
日
に
大
津
へ
到
着
し
た
と

き
に
、
大
坂
方
の
反
撃
を
恐
れ
て
山
科
に
関
所
を
設
置
し
て
、
伊
奈
貞
政
・

近
藤
登
之
助
・
加
藤
源
太
郎
の
三
名
に
対
し
、
関
所
番
を
命
じ
た
の
で
あ

（
咽
）

る
。さ
ら
に
大
坂
の
役
に
際
し
て
も
、
渡
船
場
に
対
し
て
検
閲
を
命
じ
た
り
、

新
関
を
設
置
し
、
あ
る
い
は
旧
来
の
関
所
の
充
実
を
計
っ
て
軍
事
強
化
を
し

た
。
す
な
わ
ち
慶
長
十
九
年
十
月
十
五
日
、
淀
の
小
橋
に
関
所
を
設
置
し

て
、
過
書
船
の
支
配
人
で
あ
る
木
村
惣
右
衛
門
・
河
村
与
惣
右
衛
門
と
木
村

（
Ⅳ
）

藤
兵
衛
に
対
し
、
通
行
人
の
検
閲
を
命
じ
た
。
こ
の
と
き
彼
ら
関
守
が
関
所

破
り
を
捕
え
た
事
柄
に
つ
い
て
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は
、
次
の
よ
う
に

（
咽
）

記
し
て
あ
る
。

柏
原
源
左
衛
門
某
な
る
も
の
歩
卒
二
十
人
率
ゐ
、
板
倉
勝
重
が
使
な
り
と

偽
り
、
こ
の
と
こ
ろ
を
過
て
大
坂
城
に
い
ら
ん
と
す
、
勝
清
等
こ
れ
を
あ

や
し
承
、
迫
て
八
幡
堤
に
い
た
り
、
終
に
源
左
衛
門
を
は
じ
め
其
従
者
を

討
と
り
、
板
倉
勝
重
を
も
っ
て
駿
府
に
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
、
東
照
宮
已

に
御
出
馬
あ
り
て
、
吉
田
城
に
を
い
て
こ
れ
を
間
し
め
き
れ
、
二
条
城
に

渡
御
の
と
き
勝
清
父
子
を
御
前
に
め
さ
れ
、
其
功
を
賞
せ
ら
れ
、
御
首
余

よ
き
事
を
悦
ば
せ
た
ま
ふ
の
む
ね
懇
の
上
意
を
か
ふ
ぶ
り
、
物
を
た
ま
ふ
、

こ
の
記
載
は
実
際
に
関
所
破
り
の
存
在
と
、
関
所
設
置
の
効
果
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
ま
た
同
月
二
十
三
日
に
は
、
軍
法
令
が
発
布
さ
れ
た
が
、
そ
の

（
、
）

中
に
次
の
三
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
、
人
質
躰
之
者
、
其
外
女
又
童
、
船
渡
一
一
テ
可
相
改
事
、
附
不
審
成
者

於
有
之
は
、
何
方
一
一
テ
モ
押
へ
置
キ
、
江
戸
御
留
守
居
中
へ
可
申
届

二
○

事
、

｜
、
大
道
之
外
、
人
数
不
可
通
事
、

一
、
御
留
守
居
中
、
東
へ
通
ル
人
数
有
之
は
、
相
改
可
申
事
、

こ
こ
に
関
所
と
い
う
記
載
は
直
接
承
え
な
い
が
、
定
め
ら
れ
た
地
域
に
検

閲
所
を
設
置
し
、
人
改
め
を
実
施
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
右
の
三
項
目
は
、
こ
の
と
き
に
初
め
て
布
告
さ
れ
た
も
の
で
は
な

（
卯
）

く
、
こ
れ
に
類
似
し
た
し
の
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
大
坂
の
役
に
際
し
、

大
坂
方
の
侵
略
を
防
ぐ
た
め
に
交
通
路
を
押
え
、
人
質
の
逃
亡
を
防
止
し
、

自
軍
の
寝
返
り
を
防
ぐ
た
め
に
、
こ
こ
に
ま
た
新
し
く
公
布
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
検
閲
の
強
化
策
と
し
て
、
同
月
二
十
五
日
に
東
海
道
に
は
箱

根
、
中
山
道
に
は
碓
氷
の
関
所
に
対
し
、
手
形
を
所
持
し
な
い
者
の
通
過
を

（
虹
）

禁
止
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
達
し
か
ら
、
当
時
の
箱
根
・
碓
氷
両
関
所
で
も
武
具
と
女
人
を
検
閲

し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
幕
政
初
期
に
は
、
必
要
に

応
じ
て
治
安
・
軍
事
を
目
的
と
し
た
関
所
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

に
国
内
の
反
乱
を
未
然
に
防
止
す
る
政
治
的
要
素
を
含
ん
だ
関
所
も
ゑ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

③
大
名
統
制
を
目
的
と
す
る
関
所
の
諸
形
態

大
坂
の
役
に
よ
っ
て
、
一
応
対
抗
勢
力
を
除
去
し
た
幕
府
の
、
次
の
大
き

な
課
題
は
大
名
統
制
で
あ
っ
た
。
交
通
路
を
完
全
に
掌
握
す
る
た
め
に
、
関

所
を
常
設
し
て
通
行
人
を
検
閲
し
、
国
内
の
反
乱
を
未
然
防
止
す
る
政
策
を

と
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
名
統
制
策

を
目
的
と
し
た
各
関
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
設
置
さ
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れ
た
し
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
通
行
人
を
検
閲
し
て
い

た
か
を
、
二
一
一
一
の
例
に
よ
っ
て
述
べ
る
。

東
海
道
の
箱
根
関
所
は
、
根
府
川
・
矢
倉
沢
・
川
村
・
仙
石
原
・
谷
ケ
村

等
の
関
所
と
同
じ
く
、
小
田
原
城
主
が
管
理
し
て
番
人
を
派
遣
す
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
元
和
四
年
に
箱
根
脂
が
新
設
さ
れ
、
東
海
道
の
官
道
が
箱
根
越

え
と
な
る
に
及
び
、
そ
の
規
模
も
充
実
し
て
番
人
数
・
備
付
武
具
類
と
も

（、｝）

に
、
小
田
原
城
主
管
理
の
他
の
五
関
所
よ
り
も
一
段
と
盤
い
、
如
何
に
重
要

視
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

通
行
に
際
し
箱
根
の
関
所
で
検
閲
す
る
事
柄
は
、
『
諸
国
御
関
所
覚
書
」
に

（
鋼
）

よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
女
禅
尼
尼
比
丘
尼
髪
切
小
女
乱
心
甥
女
手
負
蕊
女

（囚人馳甥女死骸櫻女
一
、
武
具
・
弓
・
鉄
砲
等
、
往
来
共
改
無
之
候
、

『
夜
中
は
一
切
不
相
通
侯
、

但
、
御
老
中
方
御
証
文
有
之
候
得
は
、
夜
中
も
相
通
侯
、
宿
継
御

状
箱
井
荷
物
等
、
御
老
中
方
、
京
・
大
坂
・
駿
府
町
奉
行
よ
り
之

荷
物
等
、
宿
々
問
屋
共
之
証
文
相
添
候
得
は
是
又
相
通
候
、

関
西
方
面
か
ら
江
戸
へ
向
う
者
に
対
し
て
は
、
「
下
り
通
り
侯
女
丼
乱
心
・

手
負
．
囚
人
．
首
．
死
骸
｛
鋸
夫
々
附
添
参
り
候
者
御
関
所
江
罷
越
、
相
断

候
迄
一
一
而
、
不
及
改
差
通
申
侯
」
と
、
別
段
検
閲
が
な
か
っ
た
が
、
江
戸
か

ら
上
方
方
面
へ
向
う
婦
女
子
や
乱
心
者
・
手
負
者
と
か
囚
人
・
首
・
死
骸
等

の
反
乱
の
原
因
と
な
る
可
能
性
の
強
い
も
の
に
対
し
て
は
、
留
守
居
の
証
文

が
必
要
で
あ
り
、
夜
間
通
行
に
は
老
中
証
文
と
か
、
宿
場
問
屋
の
断
書
が
必

要
で
あ
っ
た
。
女
人
や
夜
間
の
通
行
に
、
こ
の
よ
う
な
一
定
の
証
文
が
必
要

近
世
関
所
の
諸
形
態
（
渡
辺
）

で
あ
っ
た
の
は
、
新
居
・
気
質
・
碓
氷
・
木
曽
福
島
等
の
比
較
的
往
来
の
多

い
、
特
に
道
中
奉
行
支
配
下
の
街
道
に
設
置
さ
れ
た
関
所
に
共
通
し
て
言
え

る
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
同
関
所
で
特
筆
さ
れ
る
こ
と
は
、
武
具
の
検
閲
を
し
な
い
で
通
行

を
許
可
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
関
所
宛
て
に
差
し
出
し
た
鉄

砲
手
形
は
何
種
類
も
残
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら
近
世
の
関
所
全

て
が
「
入
鉄
砲
と
出
女
」
を
検
閲
す
る
番
所
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
御
関
所
御
規
定
心
得
方
書
記
」
に
、
次
の
よ
う
に

（
配
）

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。

鉄
砲
通
方
之
儀
、
御
証
文
御
文
段
に
随
ひ
、
臂
〈
鉄
砲
何
挺
無
相
違
改
可

通
と
、
常
之
分
〈
箱
之
内
迄
も
巨
細
ニ
相
改
差
通
侯
、
尤
箱
根
於
御
関
所

御
証
文
不
被
差
出
侯
而
も
、
通
方
差
支
無
御
座
侯
、

す
な
わ
ち
同
関
所
で
は
、
鉄
砲
手
形
が
無
い
場
合
で
も
通
行
は
差
支
え
な

い
が
、
手
形
持
参
の
場
合
に
は
、
｜
応
形
式
上
で
だ
け
検
閲
し
て
通
行
を
許

可
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
東
海
道
の
新
居
関
所
と
、
本

坂
道
の
気
賀
関
所
で
厳
重
な
取
り
調
べ
を
す
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
そ
の
中

間
地
帯
の
、
遠
江
・
駿
河
国
に
反
乱
の
危
険
性
の
あ
る
外
様
大
名
が
封
ぜ
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

箱
根
の
関
所
の
裏
番
所
と
し
て
、
小
田
原
か
ら
伊
豆
へ
抜
け
る
熱
海
道
に

設
置
さ
れ
た
の
が
根
府
川
関
所
で
あ
る
。
同
関
所
は
規
模
と
か
女
人
の
検
閲

は
箱
根
関
所
に
準
じ
て
い
た
が
、
し
か
し
熱
海
道
と
い
う
地
域
柄
、
伊
豆
方

面
へ
向
う
者
に
対
し
て
の
詳
し
い
規
定
が
あ
る
。
例
え
ば
「
豆
川
筋
へ
登
り

候
出
家
・
山
伏
・
御
師
・
行
人
・
虚
無
僧
丼
前
髪
有
之
も
の
〈
、
所
縁
之
屯

の
か
手
形
（
中
盤
、
町
人
・
百
姓
〈
其
所
之
大
屋
・
名
主
又
〈
所
縁
之
者
が

一一一
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法
政
史
学
第
二
十
三
号

（
邪
）

之
手
形
持
参
仕
候
付
、
改
相
通
申
侯
」
と
、
一
般
の
関
所
で
は
そ
れ
ほ
ど
問

題
と
は
な
ら
な
い
町
人
・
農
民
ま
で
も
、
簡
単
な
手
続
き
と
は
思
わ
れ
る

が
、
手
形
の
必
要
な
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

同
関
所
の
武
具
の
検
閲
に
つ
い
て
ふ
る
と
、
箱
根
の
関
所
と
同
様
に
規
定

は
な
い
。
し
か
し
同
所
は
も
と
も
と
湯
治
へ
行
く
ほ
か
は
武
士
の
往
来
が
な

い
所
で
あ
る
か
ら
、
先
例
と
し
て
鉄
砲
九
挺
ま
で
は
小
田
原
領
主
の
断
書
で

通
し
、
弓
は
九
挺
ま
で
は
無
条
件
で
通
過
を
許
可
し
、
弓
・
鉄
砲
と
も
に
十

（
”
）

挺
以
上
は
留
守
居
・
老
中
証
文
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

箱
根
と
根
府
川
両
関
所
は
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
関

係
は
新
居
と
気
質
両
関
所
に
も
言
え
る
。
東
海
道
今
切
渡
し
の
新
居
宿
に
設

置
さ
れ
た
新
居
（
今
切
）
関
所
の
管
理
は
、
初
め
新
居
奉
行
と
し
て
幕
府
か

ら
直
接
派
遣
さ
れ
た
番
人
が
行
っ
た
が
、
元
禄
十
五
年
閏
八
月
、
吉
田
城
主

久
世
重
之
が
、
自
預
五
万
石
の
内
五
千
石
の
地
を
、
幕
領
で
あ
っ
た
新
居
付

（
胡
）

近
の
地
と
交
換
し
て
関
所
の
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
、
以
後
吉
田
城
主
が
そ
の
任

に
掌
っ
た
。
管
理
が
幕
府
直
轄
か
ら
吉
田
城
主
へ
移
っ
た
こ
と
は
、
関
所
の

必
要
性
を
軽
ん
じ
た
結
果
か
ら
で
は
な
く
、
検
閲
の
便
利
性
と
徹
底
性
、
前

年
の
大
風
雨
に
よ
る
大
津
浪
防
止
の
た
め
の
関
所
移
転
問
題
、
そ
れ
と
吉
田

城
主
の
代
含
の
譜
代
と
し
て
の
地
位
か
ら
の
決
定
と
思
わ
れ
る
。

寛
文
七
年
五
月
に
出
さ
れ
た
「
今
切
御
関
所
改
次
第
』
を
見
る
と
、
「
女

丼
鉄
砲
を
第
一
改
可
申
侯
」
と
し
て
、
番
人
の
動
仕
法
や
夜
間
通
行
・
廻
船

（
”
）

の
検
閲
に
つ
い
て
ま
で
十
四
条
に
亘
り
、
そ
の
大
綱
が
記
さ
れ
て
い
る
。
箱

根
関
所
で
特
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
鉄
砲
の
検
閲
も
、
同
関
所
で
は
厳
重
な

も
の
で
あ
り
、
東
海
道
通
行
は
勿
論
、
海
路
に
あ
っ
て
も
今
切
港
で
検
閲
が

行
わ
れ
て
い
た
。
長
持
に
つ
い
て
は
、
単
に
関
東
方
面
へ
向
う
屯
の
に
対
し

一一一－

て
だ
け
で
は
な
く
、
関
西
方
面
へ
向
う
も
の
に
対
し
て
も
、
そ
の
中
に
婦
女

子
・
手
負
人
・
死
骸
等
の
手
形
を
必
要
と
す
る
も
の
が
入
っ
て
い
な
い
か
を

（
釦
）

も
調
べ
る
た
め
に
、
検
閲
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
同
関
所
で
は
、
浜
名
湖
の
地
形
が
変
化
に
富
ん
で
い
る
事
情
に
省

承
、
関
所
破
り
防
止
の
た
め
に
「
海
辺
改
め
制
度
」
を
正
徳
三
年
よ
り
実
施

し
て
、
周
辺
五
十
ヶ
村
に
対
し
て
官
察
に
協
力
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
、
そ

の
証
文
を
提
出
さ
せ
た
り
、
そ
れ
と
同
時
に
浜
名
湖
で
の
鳥
猟
に
鉄
砲
を
使

用
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
、
「
流
し
も
ち
」
の
方
法
だ
け
を
許
可
し
た
の
で
あ

（
皿
）

る
。新
居
関
所
か
ら
浜
名
湖
を
隔
て
て
北
側
、
本
坂
道
の
気
賀
宿
に
は
気
賀
関

所
が
あ
っ
て
、
江
戸
・
上
方
間
の
通
行
検
閲
に
万
全
を
期
し
た
。
本
坂
道
は

近
世
初
期
か
ら
交
通
量
が
比
較
的
多
い
街
道
で
あ
っ
た
が
、
関
所
の
設
置
は

新
居
関
所
に
遅
れ
て
元
和
五
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
地
が
幕
政
初
期
に
あ
っ

て
、
要
衝
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
十
九
年
間
の
交
通
量
の
実

績
が
関
所
設
立
の
起
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
関
所
に
お
い
て

は
新
居
の
関
所
に
比
較
し
て
、
取
締
り
の
大
綱
に
何
ら
変
わ
る
こ
と
が
な
か

（
犯
）

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
居
の
関
所
に
は
「
海
辺
改
め
制
度
」
が
あ
っ

た
が
、
気
質
の
関
所
で
は
「
要
害
村
制
度
」
と
し
て
六
十
八
ヶ
村
が
検
閲
体

（
詔
）

制
強
化
に
協
力
し
て
い
た
。

こ
の
両
制
度
は
浜
名
湖
周
辺
の
全
村
に
亘
る
も
の
で
あ
り
、
幕
府
の
通
行

人
検
閲
策
の
徹
底
ぶ
り
が
窺
え
る
。
気
賀
宿
よ
り
北
へ
、
一
般
の
通
行
道
で

は
な
い
鳳
来
寺
参
詣
へ
だ
げ
の
間
道
に
も
、
金
指
関
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
そ
の
徹
底
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
般
旅
行
者
の
通
行
禁
止
の
間
道
に
設
け
ら
れ
て
い
た
関
所
は
、
ほ
か
に
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屯
多
数
あ
る
が
、
矢
倉
沢
も
そ
の
一
で
あ
る
。
箱
根
関
所
の
北
側
に
は
、
矢

倉
沢
の
ほ
か
川
村
・
仙
石
原
・
谷
ヶ
村
に
関
所
が
設
置
さ
れ
て
、
駿
河
国
へ

の
通
行
人
を
検
閲
し
た
。
こ
の
四
関
所
で
は
、
女
人
の
通
行
は
小
田
原
領
内

の
婦
女
子
だ
け
が
領
主
の
家
老
一
証
文
に
よ
っ
て
通
過
を
許
可
さ
れ
て
お
り
、

武
具
や
夜
間
の
通
行
は
勿
論
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
通
過
禁
止
の
関
所
で
も

あ
る
。

矢
倉
沢
関
所
は
、
東
海
道
の
官
道
が
足
柄
越
え
で
あ
っ
た
元
和
四
年
以
前

に
は
、
以
後
の
箱
根
の
関
所
と
同
等
位
の
役
割
を
果
し
た
も
の
で
、
そ
の
設

置
時
期
は
天
正
十
八
年
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
設
置
時
期
か
ら
の

伝
統
か
、
交
通
量
の
激
減
し
た
中
期
以
後
も
、
幕
府
内
に
あ
っ
て
は
噸
承
視

さ
れ
、
高
札
を
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
矢
倉
沢
の
関
所
は
、
検
閲
方
法

の
上
で
常
に
同
形
態
の
川
村
・
仙
石
原
・
谷
ヶ
村
の
関
所
の
模
範
と
な
っ
て

（
鍵
）

い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
こ
の
ほ
か
の
大
名
統
制
策
の
一
環
と
し
て
の

関
所
の
例
を
挙
げ
得
な
い
が
、
右
の
諸
関
所
の
例
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
設
置

背
景
と
存
在
意
義
が
非
常
に
多
種
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
検
閲
方
法
に
つ
い
て
見
る
と
女
人
の
通
行
に
対
す
る

制
限
は
各
関
所
と
も
徹
底
し
て
い
る
。
し
か
し
武
具
の
検
閲
に
つ
い
て
は
、

無
条
件
で
通
過
を
許
可
さ
れ
て
い
る
関
所
も
存
在
し
た
。
そ
れ
は
近
世
の
関

所
が
「
入
鉄
砲
と
出
女
」
を
検
閲
す
る
と
い
う
基
本
的
見
解
も
、
全
く
の
無

意
味
で
は
な
い
が
、
ま
ず
第
一
に
女
人
が
検
閲
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
鉄
砲
証
文
の
件
に
つ
い
て
の
高
札
が
掲
げ
ら
れ
て

い
た
の
は
、
新
居
の
関
所
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。

近
世
関
所
の
諸
形
態
（
渡
辺
）

三
商
品
流
通
と
関
所

こ
れ
ら
大
名
統
制
策
の
一
環
と
し
て
の
関
所
は
、
慶
長
ｌ
寛
永
期
に
か
け

て
設
置
さ
れ
た
も
の
が
殆
ん
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
商
品
流
通
路
と
し
て

の
新
道
の
出
現
に
よ
っ
て
、
ま
た
新
た
に
関
所
を
設
置
し
た
場
合
も
あ
る
。

中
山
道
に
は
碓
氷
・
木
曽
福
島
に
関
所
が
あ
り
、
そ
の
脇
往
還
に
は
白
井
・

贄
川
・
清
内
路
村
等
に
関
所
が
あ
っ
た
。
信
州
街
道
に
お
け
る
大
戸
・
大

拡
・
狩
宿
も
そ
の
範
鴫
で
あ
る
。
信
州
街
道
は
北
信
全
域
に
連
絡
す
る
極
め

て
交
通
量
の
多
い
脇
往
還
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
は
寛
永
八
年
に
、
こ
の

信
州
街
道
の
内
、
大
戸
通
り
の
通
行
検
閲
の
た
め
に
大
戸
宿
に
関
所
を
設
置

し
た
。
し
か
し
慶
安
三
年
に
草
津
方
面
か
ら
直
接
小
諸
へ
抜
け
る
商
品
流
通

路
が
認
め
ら
れ
る
に
及
び
、
寛
文
二
年
に
十
三
年
間
の
流
通
量
の
実
績
に
よ

（
妬
）

っ
て
、
大
笹
と
と
も
に
狩
宿
に
も
関
所
が
新
設
さ
れ
た
。

狩
宿
の
関
所
の
検
閲
方
法
に
つ
い
て
、
「
諸
国
御
関
所
覚
書
」
は
次
の
よ

（
那
）

う
に
記
し
て
い
る
。

一
、
女
之
儀
、
草
津
河
原
湯
え
入
湯
仕
候
女
江
戸
よ
り
罷
越
候
節
は
、
碓

氷
御
関
所
之
女
将
証
文
を
以
相
通
、
罷
帰
候
節
は
湯
本
之
名
主
・
年
寄

手
形
を
以
相
通
、

但
、
信
州
・
甲
州
・
上
州
よ
り
草
津
之
揚
治
女
・
縁
組
女
、
召
抱
候

女
、
其
所
之
名
主
・
年
寄
丼
女
之
親
類
等
之
取
か
わ
し
証
文
を
以
通

来
候
、

｜
、
夜
中
不
相
通
侯
、

但
、
飛
脚
慥
成
者
に
相
見
候
得
は
、
品
に
寄
夜
中
も
相
通
、

｜
、
武
具
・
鉄
砲
、
前
こ
よ
り
通
候
儀
無
之
候
、

’’一一一
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法
政
史
学
第
二
十
三
号

狩
宿
関
所
に
お
い
て
は
、
出
女
の
通
行
に
際
し
て
、
碓
氷
の
関
所
の
書
替

証
文
が
必
要
で
あ
り
、
夜
間
通
行
に
際
し
て
は
飛
脚
と
か
、
身
元
が
確
実
な

者
に
対
し
て
通
行
を
許
可
し
た
。

こ
の
夜
間
通
行
の
特
例
に
つ
い
て
承
る
と
、
同
関
所
付
近
は
小
諸
の
市
場

圏
に
属
し
、
そ
こ
で
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
中
三
ヶ
月
間
を
限
っ
て
、
狩

（
菰
）

宿
と
与
喜
屋
村
の
者
が
通
行
を
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
幕
れ
六
シ
か
ら
明

ケ
六
シ
ま
で
は
、
飛
脚
の
ほ
か
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
、
通
行
禁
止

で
あ
っ
た
近
世
関
所
法
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
狩
宿
関
所
の
設
置
・

存
在
意
義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
甲
州
街
道
で
は
駒
木
野
に
小
仏
関
所
が
設
置
さ
れ
、
上
野
原
・
鶴
瀬

等
の
関
所
が
そ
の
補
佐
的
役
割
を
果
し
た
。
上
野
原
関
所
は
別
名
を
境
川
番

所
と
も
言
い
、
上
野
原
宿
を
流
れ
る
境
川
沿
い
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
同
番
所
は
小
規
模
で
あ
っ
て
、
『
諸
国
御
関
所
覚
書
』
等
の
幕
府
側
の

記
録
か
ら
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
元
禄
十
四
年
十
月

（
肥
）

に
再
布
告
さ
れ
た
令
状
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
関
所
と
し
て
の

機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
同
番
所
は
通
行
人
の
検
閲
ば
か
り
で
は
な
く
、
物
資
の
検

閲
を
も
行
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
境
川
御
番
所
改
方
」
を
見
る

と
、
「
境
川
御
番
所
之
儀
へ
往
古
よ
り
他
領
出
し
材
木
、
其
外
山
稼
物
類

御
改
所
二
御
座
候
而
新
田
村
・
鶴
島
村
え
材
木
木
場
い
た
し
候
節
は
、
当

（
鋼
）

番
所
へ
被
仰
付
侯
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
地
付
近
を
支
配
す
る
谷
村
陣
屋

で
は
、
林
産
物
に
運
上
金
を
徴
収
し
て
い
た
が
、
出
荷
に
際
し
て
そ
の
代
官

の
手
形
の
有
無
を
調
べ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
境
川
番
所
の
創
置
は
、
谷
村
陣
屋
の
創
置
で
あ
る
享
保
九
年
よ
り

二
四

相
当
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
で
あ
る
。
同
番
所
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
「
御
番
所
い

つ
頃
よ
り
相
建
候
共
、
往
古
之
儀
は
不
奉
存
候
得
共
、
寛
文
年
中
秋
元
但
馬

守
様
御
領
地
、
当
郡
検
地
御
座
候
節
も
、
御
番
所
古
屋
敷
之
儀
は
、
唯
今
御

番
所
よ
り
四
町
程
上
に
両
上
野
原
之
内
小
号
は
諏
訪
と
申
所
に
御
番
所
相

（
釦
）

蓮
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
創
設
時
期
は
、
は
っ
き
り
判
明
し
な

い
が
、
寛
文
年
中
に
は
す
で
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
慶
安
ｌ
延

宝
期
に
至
る
間
は
、
領
民
は
手
元
に
あ
る
程
度
の
剰
余
を
産
承
出
し
、
そ
の

結
果
と
し
て
商
品
流
通
の
発
達
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
境
川
か
ら

桂
川
を
経
て
相
模
国
津
久
井
郡
に
入
る
と
、
荒
川
番
所
が
あ
っ
て
、
同
じ
林

産
物
に
対
し
て
五
分
一
運
上
を
施
行
し
て
い
た
が
、
同
番
所
も
寛
文
年
間
に

（
虹
）

設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
境
川
番
所
も
こ
の
頃
設

置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
境
川
を
通
る
物
資
は
、
殆
ん
ど
が
荒
川
五
分
一
連
上
番
所
を
通
り
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
運
上
が
一
一
重
に
な
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う

（
翅
）

な
方
法
を
と
っ
て
い
た
。

相
州
荒
川
分
一
御
改
所
え
相
掛
り
候
二
付
、
右
品
改
之
度
に
、
荒
川
通
切

手
私
よ
り
相
渡
し
造
申
候
、

境
川
番
所
を
通
過
し
た
林
産
物
に
対
し
て
は
、
同
番
所
が
手
形
を
発
行

し
、
そ
の
手
形
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
荒
川
番
所
で
の
運
上
を
許
可
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
境
川
番
所
が
口
留
番
所
と
関
所
の
二
面
性
を
有
し
て
い
た
こ

（
鍋
）

と
は
、
右
の
関
所
廃
止
催
促
の
書
状
に
よ
っ
て
も
承
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
月
十
七
日
汐
御
用
状
上
野
原
村
役
人
持
参

兼
而
御
布
令
之
通
、
諸
国
関
門
御
廃
止
被
仰
出
候
二
付
、
当
国
口
留
番
所
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以
上
、
限
ら
れ
た
史
料
に
よ
っ
て
、
か
な
り
大
胆
に
私
見
を
述
べ
て
き
た

が
、
近
世
の
関
所
が
非
常
に
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
は
紹
介
で
き
た
と
思

う
。も
と
も
と
江
戸
幕
府
の
諸
制
度
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
関
所
制
度
に
つ

い
て
も
逐
次
そ
の
完
成
を
ふ
た
の
で
あ
る
。
初
期
に
は
軍
事
的
要
因
に
よ
っ

近
世
関
所
の
諸
形
態
（
渡
辺
）

に
て
、
人
数
改
方
之
儀
は
相
廃
、
米
穀
其
外
他
国
輸
出
品
改
方
之
儀
は
、

先
シ
是
迄
通
相
心
得
候
様
兼
而
達
置
候
処
、
右
番
所
に
て
三
シ
道
具
・

幕
・
鉄
砲
等
飾
附
、
関
門
建
置
候
而
は
、
御
廃
止
之
御
意
一
一
相
惇
り
候

間
、
節
附
置
候
三
シ
道
具
・
幕
・
鉄
砲
・
徒
書
等
は
早
念
取
除
、
番
人
一
一

而
預
り
置
可
申
候
、
尤
他
国
輸
出
之
品
改
方
之
儀
は
、
追
而
規
則
相
立
可

申
達
候
得
共
、
先
シ
是
迄
之
通
相
心
得
、
番
人
居
宅
又
は
村
役
人
宅
二
於

て
相
改
可
申
、
若
居
宅
一
一
而
改
方
不
都
合
に
候
〈
上
、
右
番
所
見
張
所
汐

出
張
相
改
候
而
も
、
飾
附
之
品
取
除
候
上
は
不
苦
候
事
、

右
之
通
申
達
候
条
、
其
意
番
所
飾
附
之
品
亘
取
除
、
預
り
書
追
而
可
差
出

者
也
、
（
明
治
一
一
一
年
）

午
四
月
十
一
日

谷
村
出
衙

上
野
原
村
番
所
番
人
中

関
所
制
度
は
廃
止
に
な
っ
た
か
ら
、
早
々
人
改
め
と
か
傭
付
武
具
を
飾
る

こ
と
を
停
止
さ
せ
、
物
資
の
検
閲
は
こ
れ
ま
で
の
通
り
に
行
う
よ
う
仁
令
し

た
も
の
で
あ
る
。
関
所
制
度
廃
止
は
明
治
二
年
で
あ
り
、
物
資
に
運
上
を
課

す
る
番
所
制
度
の
廃
止
は
同
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
年
は
ち
ょ
う
ど

こ
の
間
に
位
置
し
、
同
番
所
の
変
遷
期
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

て
設
置
し
、
全
国
統
一
後
は
大
名
統
制
の
た
め
に
設
置
し
、
商
品
流
通
に
よ

っ
て
新
道
が
開
通
す
る
と
、
そ
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
関
所
を
設
置
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
の
関
所
に
は
多
面
的
意
義
が
存
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
今
後
の
研
究
範
囲
は
、
よ
り
一
層
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
や
は
り
一
番
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
大
名
統
制
策
と

し
て
の
関
所
で
あ
り
、
そ
の
点
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
近
世
の
関
所
制
度

策
は
幕
府
に
と
っ
て
成
功
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
多
少
の
関
所
破

り
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
近
世
を
通
じ
て
大
名
の
反
乱
が
起
き
な
か
っ
た
こ

と
は
、
｜
面
で
は
関
所
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
結
論
は
、
よ
り
多
く
の
深
い
個
別
的
研
究
も
必
要
で
あ

り
、
別
の
機
会
に
逐
次
言
及
し
て
行
き
た
い
。

本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
御
助
言
、
御
指
導
を
賜
わ
っ
た
岩
生
成
一

先
生
と
児
玉
幸
多
先
生
に
は
深
く
謝
意
を
表
し
、
史
料
閲
覧
に
便
宜
を
は
か

っ
て
頂
い
た
中
央
大
学
商
学
部
の
高
橋
漬
四
郎
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

注

（
１
）
双
川
喜
文
「
江
戸
幕
府
の
関
所
」
（
「
自
由
と
正
義
」
一
九
巻
一
二

号
）

（
２
）
松
平
太
郎
『
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』
二
一
二
頁
、
他

（
３
）
『
大
日
本
地
誌
大
系
』
「
新
編
相
棋
国
風
士
記
稿
」
一
二
六
五
頁

（
４
）
大
島
延
次
郎
「
碓
氷
関
所
の
研
究
」
（
「
歴
史
地
理
」
七
三
巻
二
号
）

は
、
こ
の
こ
と
に
対
し
「
正
史
に
は
其
の
所
見
が
な
い
か
ら
、
悉
く

信
瀝
し
得
な
い
。
（
中
略
）
碓
氷
関
所
は
元
和
年
間
に
新
設
さ
れ
た
」

と
述
べ
た
。
し
か
し
元
和
以
前
の
同
関
所
に
関
す
る
史
料
も
あ
り
、

二
五
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法
政
史
学
第
二
十
三
号

信
懸
度
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
『
東
照
宮
御
実
紀
』
巻
七
、
慶
長
八
年
十
月
是
月
条

（
６
）
近
藤
恒
次
「
東
海
道
新
居
関
所
の
研
究
』
二
○
’
二
一
頁

（
７
）
北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
二
六
一
一
一
頁

（
８
）
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
、
二
一
八
五
号

（
９
）
同
右
二
一
六
六
号

（
蛆
）
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
巻
十
八
、
寛
永
八
年
九
月
二
十
一
日
条
。
こ

の
ほ
か
青
野
原
・
鼠
坂
等
の
関
所
に
も
同
文
言
の
文
書
が
残
さ
れ
て

お
り
、
相
当
広
範
囲
に
布
告
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
ｕ
）
『
徳
川
禁
令
老
』
前
集
第
一
、
一
五
七
号
。
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
藩
は

自
預
内
に
関
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
、
そ
の
代
物
と
し
て

の
番
所
を
設
置
し
た
。
し
か
し
公
に
関
所
と
称
し
て
い
た
例
も
あ
る

（
境
関
所
史
編
纂
委
員
会
『
境
関
所
史
』
四
三
一
貝
）
。

（
、
）
辻
善
之
助
『
日
本
文
化
史
』
Ｖ
「
江
戸
時
代
」
上
二
’
五
頁
、
他

（
昭
）
『
台
徳
院
殿
御
実
紀
』
巻
十
九
、
慶
長
十
七
年
六
月
什
八
日
条

（
皿
）
『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
第
四
巻
、
一
○
一
三
頁

（
妬
）
『
東
照
宮
御
実
紀
』
巻
四
、
慶
長
四
年
条

（
蛆
）
『
慶
長
記
』
中
、
慶
長
五
年
九
月
什
一
日
条

（
Ⅳ
）
『
台
徳
院
殿
御
実
紀
』
巻
什
八
、
慶
長
十
九
年
十
月
十
五
日
条

（
蛆
）
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
四
百
四
十
、
木
村

（
、
）
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
、
’
八
一
号

（
印
）
脇
道
通
行
の
禁
止
は
慶
長
十
二
年
三
月
十
九
日
に
令
さ
れ
て
い
る

ｓ
台
徳
院
殿
御
実
紀
』
巻
五
）
。

（
虹
）
『
台
徳
院
殿
御
実
紀
』
巻
什
九
、
慶
長
十
九
年
十
月
什
五
日
条

一一一ハ

（
型
）
小
田
原
図
書
館
蔵
「
小
田
原
史
料
覚
書
」
に
よ
る
貞
享
三
年
の
調
査

で
は
、
箱
根
は
番
人
合
計
一
一
十
人
・
備
付
武
具
八
種
五
十
三
個
、
根

府
川
八
人
・
七
種
二
十
四
個
、
矢
倉
沢
八
人
・
八
種
一
一
十
個
、
仙
石

原
六
人
・
七
種
十
五
個
、
川
村
五
人
・
七
種
十
四
個
、
谷
ヶ
村
一
一

人
・
六
種
八
個
。

（
鋼
）
（
”
）
（
胡
）
「
続
交
群
書
類
従
』
第
七
、
法
制
部
七
三
九
’
七
五

四
頁
所
収
「
諸
国
御
関
所
覚
書
」

（
型
）
（
妬
）
（
妬
）
（
弧
）
小
田
原
図
書
館
蔵
『
片
岡
家
文
書
」
十
二
「
御

関
所
御
規
定
心
得
方
書
記
」

（
肥
）
『
常
憲
院
殿
御
実
紀
』
巻
四
十
六
、
元
緑
十
五
年
閏
八
月
十
六
日
条

（
”
）
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
一
二
七
○
号

（
釦
）
「
東
海
道
新
居
関
所
の
研
究
」
二
一
五
Ｊ
！
二
一
八
頁

（
弧
）
同
右
二
五
四
’
一
一
七
一
頁

（
皿
）
大
山
敷
太
郎
『
近
世
交
通
経
済
史
論
』
三
○
○
頁

（
鍋
）
同
右
二
五
七
’
一
一
八
六
頁

（
弱
）
（
訂
）
五
十
嵐
富
夫
「
信
州
街
道
に
お
け
る
狩
宿
関
所
」
（
「
信
濃
」

一
三
巻
一
号
）

（
詔
）
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
、
二
一
七
八
号

（
羽
）
⑮
）
中
央
大
学
商
学
部
蔵
『
番
所
文
書
』
「
境
川
御
番
所
改
方
」

（
側
）
同
文
書
「
口
留
番
所
由
緒
書
」

（
虹
）
相
田
二
郎
『
中
世
の
関
所
」
二
八
五
頁

（
妬
）
『
番
所
文
書
』
「
関
所
廃
止
に
付
き
達
書
」
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